
（様式５）
（表）
誓 約 書
令和 　　年 　　月 　　日
たつの市長 様
所　　在　　地
商号又は名称
代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は、たつの市がたつの市契約等から暴力団を排除する措置に関する要綱に基づき、たつの市が締結する売買、賃借、請負その他の契約により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
１　次の各号のいずれにも該当しません。
(１)　計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴力的組織」という。）である。
(2)　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその法人の役員（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者若しくは相当の責任の地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっている。
(３)　構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用している。
(４)　暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している。
(５)　構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行っていない。
(６)　自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用した。
(７)　暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与した。
(８)　役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用した、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与した。
(９)　役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有している。
２　前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
３ たつの市指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び第１項各号に該当する者を下請負人（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同じ。）としません。
４　第１項各号に該当する者を下請負人（直接下請負人としていない場合を含む。）としていて、たつの市から当該下請契約の解除（当該下請契約の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。）を求められた場合は、解除等の求めに従います。
（裏）
（解除等）
次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、催告なしにこの契約を解除することができる。
  (1)  受注者が納入期限又は発注者の指定する日（不良品であったときや、損傷等が発見され再度良品を納入する場合の発注者の指定する日）までに良品を納入しないとき。
  (2)  受注者がこの契約を完全に履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
  (3)  契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
  (4)  たつの市契約規則（平成17年規則第40号）又は契約条項に違反したとき。
(5)　受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき
イ　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であるとき又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき
ロ　役員等が自己、自社若しくは第３者の不正の利益を図る目的又は第３者に損害を与える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
ハ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金的援助等の経済的便宜を図ったと認められるとき
ニ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき
ホ　下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからニまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
ヘ　受注者が、イからニまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ホに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
２  前項の規定によりこの契約が解除された場合は、受注者は、違約金として契約代金の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。

